
一時預かり事業のご案内 
 

一時預かりは保護者の就労形態の多様化や傷病等による緊急時の保育、及び保護

者の育児疲れ解消等に対応し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。 

 

対 象 児 童   

＊ 町内在住の就学前までの児童であり、集団生活が可能な児童 

※大河保育園は、生後６か月の乳児から利用できます。 

※小川保育園は、満１歳児から利用できます。 

＊ 保護者の出産その他の理由により、町内に住所を有する親族の居宅に一時的に 

滞在している児童 

 

利用理由ごとの回数は下記のとおりです 

① 保護者の就労、職業訓練、就学等  原則週 ３日以内 

② 保護者の傷病、災害、出産、看護、介護、冠婚葬祭等  原則 1か月 

③ リフレッシュ（保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減） 原則月 1日                              

 

 

利 用 料    

１時間３００円   １日１,５００円   食事代３００円 

 ＊当日のキャンセルは食事代３００円のみいただきます。 

 ＊生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の利用は、食事代のみいただきます。 

        

 大河保育園 小川保育園 

利用日 

祝日を除く 
月 ～ 金 月 ・ 水 ・ 金 

 利用時間 ８時３０分～１６時３０分 ８時３０分～１６時 

利用定員 

１日 ６名程度 

（０歳児は１日２名まで） 
１日 ３名まで 

空きがあっても、園の状況により、受けられない場合があります。 

所 在 地 大字腰越２32 大字大塚５２９-６ 

電話番号 ０４９３－７４－４３４９ ０４９３－７２－１１７０ 

 

★利用希望の保育園に、事前に電話等で予約の状況などをご確認ください。 

 


